
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

≪ ＴＥＬ 058-263-4236  ＦＡＸ 058-263-9555 ≫ 

小規模共済

のお申込みは

随時受付中

❢ 

 

事務局からのお知らせ 
令和7年3月25日（火）～3月31日（月）は、年度末の事務処理等がご

ざいますので、お越しの際は、必ずお電話にて予約をして下さい。 

〒500-8812岐阜市美江寺町１－５ 岐阜北青色会館２階 岐阜北青色申告会  

ＴＥＬ058-263-4236 ＦＡＸ058-263-9555 発行 令和７年１月 

 

 

 
 

令和６年分確定申告書取りまとめについての確認事項（前月号ご案内済み） 

すでに、確定申告書提出についてのご案内をさせて頂きましたが、下記の点、再度、ご確認頂きます様お願い申し上げます。 

①予約申込について 
 予約申込を開始させて頂き、ご案内のようにお一人 1回５０分での予約とさせて頂いております。 

原則、１回で確定申告を終えて頂きますよう、今まで以上に早めの準備をお願い致します。 

 
 

 

 

 

                            又は 

 

 

 

 

②事業主のマイナンバーカード（現物）をお持ちの方は、カード（現物）とともにカードの暗証番号（市役所等の登録用紙）を

必ずご持参下さい。【e-Taxで送信致します。】ご家族分は、マイナンバーの番号が分かるようにしてお越し下さい。 

e-Tax送信を希望される方は、３月１日（土）までにお願い致します。 

 

③指導等が必要な方は、３月１３日（木）までとさせて頂きます。 

（３月３日以降はフリー制とさせて頂きます。）（３月１４日・１７日は提出のみです。） 
 
④ブルーリターン Aをご利用の皆様は、必ず、バージョンアップを行って頂きます様お願い致します。 
 
⑤税務署より『お知らせハガキ』又は『お知らせ封書』が届いた方は、お越しの際に必ずご持参下さい。 
【昨年 e-Tax送信された方は届きません】 

 

⑥受益者負担のお願い 

すでにご案内済みですが、下記の通りご負担をお願い致します。 
記帳決算指導料及び施設利用料として 

☆記帳・決算の指導のみ                  １，１００円（税込） 

☆記帳決算から所得税のみ提出（紙及びe-Tax提出を希望される方） ２，２００円（税込） 

☆記帳決算から所得税・消費税の提出（紙及び e-Tax提出を希望される方） ４，４００円（税込） 

☆税理士先生の代理送信を希望される方 上記金額に１，１００円（税込）加算となります。 

☆会員名以外の指導等を希望される方は特別会費を頂きます。（申告者１名につき 2,000円～） 

 

⑦用紙につきましては、若干、当会にも準備してありますが、どうしても取りに来られない方は、税務署へお電話をして送って

頂くこともできますので、ご対応をお願い致します。    岐阜北税務署 058⁻262⁻6131  岐阜南税務署 058⁻271⁻7111 
 
⑧消費税の申告の有無や予定納税につきましては、事前にご自身でご確認下さい。 

★令和６年分消費税の申告が必要な方は、令和４年分の課税売上高が１，０００万円を超えた方です。 

★インボイスを登録された方は消費税の申告が必要です！！！ 

消費税の区分（標準税率１０％・軽減税率８％）が出来ていない方は、申告書が作成できませんので、予め区分をしておいて

下さい。また、2割特例を希望される方は、予め 1月～12月の売上をわかるようにしておいて下さい。 

 

⑨裏面の確定申告書提出及び税理士による無料税務相談について（再掲載）をよくご覧下さい。 
 

電話予約 
・事務局への予約の電話（TEL058-263-4236）をする 

・必ず宛名シールの番号（５桁）と会員名（事業主名）  

をお伝え下さい。 

・受付時間：午前９時～午後５時 

・職員の指名がある場合はお伝え下さい。 

 

ネット予約 
・ＱＲコード「ＬＩＮＥ＠」を 

登録して頂けるとスムーズに行 

えます。 

または検索【岐阜北青色申告会】 

でＨＰから予約可能です。 

必要事項を入力して下さい。 

受付時間：２４時間 

 

※令和７年１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました（税務署より、別紙参照） 


